
 

外国での非カイロプラクターに対するセミナーに関する WFC 政策宣言 

1991年 5月第一回WFC総会（トロント）で決議。 
 

 
ある国から訪れたカイロプラクターが、他の国で非カイロプラクターを対象にカイロプ

ラクティックに関わるセミナーや教育プログラムを行うことは、その国のカイロプラクテ

ィックに対する認知や理解に支障をきたす。 
 
そのため、世界カイロプラクティック連合の代表団体はそのようなセミナーや教育プロ

グラムに断固として反対する。 
 
それゆえ、世界カイロプラクティック連合の解決策として、その各国代表団体がそれぞ

れの国の会員と全てのカイロプラクターのためそのようなセミナーもしくは教育プログラ

ムが行われるような事態を防ぐ為、ありとあらゆる努力をすべきである。 
そして代表団体はそのような活動が行われた場合、しかるべき措置をとるため、世界カ

イロプラクティック連合へ通知する義務がある。 
 


